
知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業 

落札者決定基準 

 

１ 本基準の位置づけ 

本基準は、県が「知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業」（以下「本事業」

という。）を実施する民間事業者の選定を行うに当たり、最も優れた入札参加者を選定す

るための方法や評価項目等を定めるものである。また、本基準は、本事業の入札に参加し

ようとする者に交付する入札説明書と一体のものとする。 

 

２ 落札者の決定方法 

本事業は、知多浄水場、筏川取水場及び弥富ポンプ場の計装設備・電気設備の更新整備

及び維持管理業務について、従来の仕様発注ではなく、性能発注により民間事業者に一括

発注することで、民間事業者の技術力や創意工夫を最大限発揮し、効率的な設備更新及び

安定した浄水場運用の継続を図ることを目的としている。このため、落札者の決定にあ

たっては、競争性の担保及び透明性・公平性の確保に配慮した上で、本事業を着実に実施

できる技術力を総合的かつ適正に評価し、価格と技術の両面から最も評価の高い者を落

札者とする、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 10 の 2 の規定に基

づく総合評価一般競争入札方式を採用する。 

 

３ 審査の進め方 

審査は、入札参加資格要件の充足を確認する「資格審査」と、提案内容を評価する「提

案審査」の２段階にて実施する。「提案審査」では、技術提案書の内容による評価点（以

下、「技術点」という。）に入札価格による評価点（以下、「価格点」という。）を加算した

評価点（以下、「総合評価点」という。）を算出する。 

 

４ 資格審査 

県は、応募者から提出された入札参加申込書兼資格審査申請書において、入札説明書等

に記載した参加資格要件の充足を確認し、その結果を応募者に対して通知する。参加資格

要件を満たしていない場合、当該応募者は失格とする。 

 

５ 提案審査 

（１）技術点に関する評価 

（ア）プレゼンテーション 

提案者は、提出した技術提案書について、提案の趣旨等を説明するため、プレゼン

テーションを行う。プレゼンテーションにおいての説明及び質疑応答で回答した内容

は、本入札に係る提案事項の一部とする。 



 

（イ）審査項目及び配点 

県は、提案者のプレゼンテーションを踏まえ、審査項目ごとに評価の視点に挙げた事

項を考慮した上で、提案内容及びその実現可能性について審査を行う。提案内容を評価

する際の審査項目及び配点は表１のとおりとする。 

 

表１ 審査項目及び配点 

審査事項 配点 

提
案
内
容 

① 設計に関する事項 280 点 

② 施工に関する事項 220 点 

③ 維持管理に関する事項 90 点 

④ 新技術に関する事項 60 点 

⑤ 企業の技術力に関する事項 35 点 

⑥ 配置予定技術者に関する事項 15 点 

合計 700 点 

 

（ウ）採点基準 

提案内容の採点基準は表２のとおりとする。 

加算点の評価は各項目において、Ａ〜Ｅの５段階評価とし、Ｃを標準として各段階を

相対的に評価する。なお、提案内容の品質を確保する観点から、いずれの提案者も提案

内容の採点結果が 390 点未満であった場合は失格とする。 

 

表２ 採点基準 

評価 評価内容 採点基準 

Ａ 特に優れている 各項目の配点×1.0 

Ｂ 優れている 各項目の配点×0.8 

Ｃ 標準的である 各項目の配点×0.6 

Ｄ やや劣っている 各項目の配点×0.4 

Ｅ 劣っている 各項目の配点×0.2 

 

（エ）企業の技術力に関する事項 

元請として、過去 15 年間（平成 22 年４月１日から入札参加申込書兼資格確認申請

書を提出する前日まで）に完了した日本国内の計装設備及び電気設備の工事実績（30点）

を次のとおり評価する。工事実績とは次に掲げる工事をいう。 

＜計装設備＞ 

・公称施設能力５万㎥/日以上の規模を有する上水道の浄水場の施設全体に係る監視



制御設備の新設又は更新工事 

・公称施設能力５万㎥/日以上の規模を有する工業用水道の浄水場の施設全体に係る

監視制御設備の新設又は更新工事 

＜電気設備＞ 

・公称施設能力５万㎥/日以上の規模を有する上水道の施設（浄水場、取水場、ポン

プ場）における工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事 

・公称施設能力５万㎥/日以上の規模を有する工業用水道の施設（浄水場、取水場、

ポンプ場）における工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事 

・公称施設能力５万㎥/日以上の規模を有する下水道の施設（処理場、ポンプ場）に

おける工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事 

 

表３ 企業の実績に係る配点 

分類 評価 配点 

計
装
設
備 

４件以上 15 点 

３件 10 点 

２件 ５点 

電
気
設
備 

４件以上 15 点 

３件 10 点 

２件 ５点 

 

また、公的資格認証（５点）については、次のとおり評価する。 

品質マネジメントシステム（ISO9001）及び環境マネジメントシステム（ISO14001）

認証取得の有無（この入札に参加する営業所が認証されていること。）とする。 

 

表４ 企業の公的資格認証に係る配点 

評価 配点 

何れも取得 ５点 

何れか一方取得 2.5 点 

取得なし ０点 

 

（オ）配置予定技術者に関する事項 

配置予定の監理技術者について、過去 15 年間（平成 22 年４月１日から入札参加申

込書兼資格審査申請書を提出する前日まで）に監理技術者、監理技術者補佐、主任技術

者又は現場代理人として従事した日本国内の計装設備又は電気設備の工事実績（15点）

を次のとおり評価する。工事実績とは次に掲げる工事をいう。 

＜計装設備＞ 



・公称施設能力５万㎥/日以上の規模を有する上水道の浄水場の施設全体に係る監視

制御設備の新設又は更新工事 

・公称施設能力５万㎥/日以上の規模を有する工業用水道の浄水場の施設全体に係る

監視制御設備の新設又は更新工事 

＜電気設備＞ 

・公称施設能力５万㎥/日以上の規模を有する上水道の施設（浄水場、取水場、ポン

プ場）における工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事 

・公称施設能力５万㎥/日以上の規模を有する工業用水道の施設（浄水場、取水場、

ポンプ場）における工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事 

・公称施設能力５万㎥/日以上の規模を有する下水道の施設（処理場、ポンプ場）に

おける工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事 

 

なお、機器製作期間と現場施工期間を分割した工事である場合、現場施工期間の施工

実績を有するものとする。 また、工事の途中で監理技術者、監理技術者補佐、主任技

術者又は現場代理人の交代があった場合は、完成日を含む現場施工期間の半数以上か

つ次に掲げる主要工種に直接従事した経験を有するものとする。  

【主要工種】  

計装設備：施設全体に係る監視制御設備の設置工事  

電気設備：高圧以上の受変電設備の設置工事 

 

表５ 配置予定技術者の実績に係る配点 

評価 配点 

４件以上 15 点 

３件 10 点 

２件 ５点 

 

（２）価格点に関する評価 

（ア）入札価格の確認 

県は、入札書に記載された金額が予定価格を超えていないことを確認し、入札価格が

予定価格を超える場合は当該入札参加者を無効とする。なお、入札参加者が１者の場合

であっても、２者以上の場合と同様に入札を実施し、予定価格を超えていない有効な入

札があった場合は、本基準に基づき技術点及び価格点を付与し、落札者を決定する。 

 

（イ）入札価格の評価 

価格点の算出に必要な予定価格並びに評価対象となる入札価格は、設計・施工業務に

係る費用、維持管理業務に係る費用の合計とし、新技術の整備・維持管理業務に係る費



用は除く。価格点は次の考え方に基づいて算出する。 

（価格点算出計算式） 

 価格点＝300×（１―入札価格／予定価格） 

 

６ 総合評価点 

（１）総合評価点の内訳 

総合評価点は 1,000 点満点とし、得点配分は技術点 700点、価格点 300 点とする。価

格点は、小数点以下第３位を四捨五入するものとする。 

 

（２）最優秀提案の選定 

総合評価点が最大となる提案を最優秀提案として選定する。 

 

７ 落札候補者の決定 

県は、最優秀提案の入札参加者を落札候補者として決定とする。 

なお、最優秀提案が複数ある場合には、当該入札参加者がくじ引きを行い、くじ引きの

結果をもって、県は落札候補者を決定する。 

 


